
区　分 窓口負担 平成26年中の住民税の課税所得
一 般

１割

145万円未満

低 所 得 Ⅱ 同一世帯の全員が市県民税非課税

低 所 得 Ⅰ 低所得Ⅱの該当者で、同一世帯の全員の
各所得が０円（公的年金収入は80万円以下）

現 役 並 み
所 得 者 ３割 145万円以上

※現役並み所得者であっても、同一世帯内の後期高齢者医療被保険者の収入合計額が下記【表２】の額に
満たない場合は、申請により窓口負担が１割になります

●【表１】負担割合の判定基準

世 帯 状 況 基 準 収 入 額

後期高齢者医療被保険者が１人の世帯 被保険者の収入が383万円未満

後期高齢者医療被保険者が２人以上の世帯 被保険者の収入の合計が520万円未満

被保険者が１人で同じ世帯に70歳～74歳の
方がいる世帯

被保険者１人の収入が383万円以上で
被保険者と70歳～74歳の方の収入の
合計が520万円未満

●【表２】１割負担の基準収入額
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ら
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せ
／
国
保
年
金
課
後
期
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齢
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医
療
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（
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線
２
６
６
２
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被
保
険
者
証
の
一
斉
更
新
に
よ

り
、
新
し
い
被
保
険
者
証
を
送
付

し
ま
し
た
の
で
、
記
載
事
項
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
一
部
負
担
金
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窓
口
負

担
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26
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し
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。

負
担
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１
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。

ま
た
、
７
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中
に
被
保
険
者
証

が
届
か
な
い
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合
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お
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合
わ
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保
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又
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。

　
後
期
高
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者
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療
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と
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率
の
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し
を

行
い
ま
す
が
、
平
成
27
年
度
の
保

険
料
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昨
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次
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と

お
り
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。

金
天
引
き
で
、
保
険
料
の
軽
減
や

変
更
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に
よ
り
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金
天
引
き
が
中
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さ
れ
た
方
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、
年
金
天
引
き
が

再
開
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
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金
天
引
き
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方
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、
申
請
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よ
り
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座
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へ
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更
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で
き
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ま
た
、
納
付
書
払

い
の
方
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、
安
全
な
口
座
振
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利
で
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手
続
き
の
方
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／
口
座
番
号
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又
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／
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付
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で
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口
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で
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【
表

１
】
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低
所
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Ⅰ
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Ⅱ
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は
、

申
請
に
よ
り
、
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己
負
担
限
度
額

及
び
入
院
時
の
食
事
代
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軽
減
さ

れ
ま
す
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定
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け
た
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等
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額
＝
４
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，
４
４
０
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得
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額
＝
８
．
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％

　
平
成
26
年
中
の
所
得
を
基
に
算

定
し
た
保
険
料
の
決
定
通
知
書
又

は
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
。
保
険

料
は
、
個
人
ご
と
に
お
支
払
い
く

だ
さ
い
。保
険
料
の
納
付
方
法
は
、

年
金
か
ら
の
天
引
き（
特
別
徴
収
）

と
、
納
付
書
払
い
又
は
口
座
振
替

（
普
通
徴
収
）
の
２
種
類
で
す
。

■
年
金
天
引
き
の
み
の
場
合

　
10
月
よ
り
本
徴
収
が
開
始
さ
れ

ま
す
。
４
月
か
ら
年
金
天
引
き
が

行
わ
れ
て
い
る
方
は
、
８
月
ま
で

が
仮
徴
収
と
な
り
、
今
回
計
算
さ

れ
た
保
険
料
か
ら
仮
徴
収
額
を
引

い
た
金
額
が
本
徴
収
の
金
額
と
な

り
ま
す
。

■
納
付
書
払
い
又
は
口
座
振
替
の

場
合

　
７
月
31
日
（
第
１
期
）
か
ら
の

納
付
と
な
り
ま
す
。
期
限
内
に
金

融
機
関
等
で
の
納
付
又
は
引
落
し

口
座
へ
の
入
金
を
お
願
い
し
ま
す
。

そ
の
他
／
平
成
26
年
度
当
初
は
年

「
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

を
交
付
し
ま
す
。

　
医
療
機
関
を
受
診
す
る
際
に

は
、
被
保
険
者
証
と
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
の

２
枚
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

新
し
い
被
保
険
者
証
を

送
付
し
ま
す

保
険
料
率
に
つ
い
て

保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て

口
座
振
替
を

希
望
さ
れ
る
方
へ

自
己
負
担
額
の
減
額
認
定
制
度

有
効
期
限
の
切
れ
た

被
保
険
者
証
に
つ
い
て
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≪市民大学公開講
座も開催≫

とき／下表のとおり　※変更となる場合があります
ところ／クレアこうのす小ホール
対象／市内在住・在勤の方
定員／150人
費用／4,000円（受講料・会場費）
※市民大学公開講座のみ受講の場合は無料
申込み／往復はがきに右記の事項を記入し、７月31日（金・
消印有効）までに郵送。定員超えの場合は抽選
その他／全講座受講の場合は、グループ制を設け、受付等
の自主運営を行っていただく予定です。昨年からの受講者
により、歴史・源氏物語・論語等の自主サークル活動が始
まりました。初日のオリエンテーションでご案内します
問い合わせ／生涯学習課生涯学習担当（内線72552）

講座概要（時間はすべて14時～15時30分）

生涯学習推進実行委員会が企画・運営します

　幅広い教養の習得とともに、仲間づくりや地域への理解を深めることを目的として、８月から鴻巣市民大
学講座を開講します。郷土や日本文学に関する講座を中心に、市民大学公開講座も開催します。

大学公開講座も開
催≫

≪市民市民大学公開講
座も開催≫ 鴻巣市民大学講座

「こうのとりアカデミー」受講生を募集

往信用

あて先　〒365-0039　東３－８－17
生涯学習課生涯学習担当
裏面に　①住所　②氏名（ふりがな）　③年
齢　④電話番号　⑤志望動機（初年度の方
は志望動機を、２年目以降の方は何年目と
記入）　⑥希望講座（ア全講座受講・イ市
民大学公開講座のみ受講のいずれかを記入）
返信用

返信先の郵便番号・住所・氏名

No. と　　き 講座内容（予定） 講　　師　　等
１ ８月18日㈫ 開講式　学長講義（市の概要）・オリエンテーション 

２ ８月24日㈪ 郷土①箕田源氏そして渡辺綱へ 講師　中谷　周 氏

３ ９月１日㈫ 郷土②荒川の舟運による民俗・文化変遷史 郷土史家　秋池　功 氏

４ ９月８日㈫ 生涯教育と「人間関係」こころ豊かな健康市へ 元はとバス社長　宮端　清次 氏

５ ９月15日㈫ 鴻巣偉人①　明治～大正期の政治家編 市教育支援センター就学指導員
肥留川　明宏 氏

６ 10月６日㈫ 鴻巣偉人②　大正～昭和期の芸術家編 市文化財保護委員　柳　毅 氏

７ 10月13日㈫ 鴻巣偉人③　ゆかりのある文人編 近代文学研究家　松本　邦夫 氏

８ 10月20日㈫ 鴻巣「大麦物語」美味しく食べて美しく健康に 農林水産省産学連携支援事業コーディネーター
東海林　義和 氏

９ 10月26日㈪ 「平成」の名付け親・安岡正篤「郷学」に学ぶ 公益財団法人郷学研修所長
荒井　桂 氏

10 11月10日㈫ 文学でまちづくり①漢詩でたどる詩人の人生 東洋英和女学院中学高等部講師
田邉　閑雄 氏

11 11月17日㈫ 文学でまちづくり②『論語』に学ぶ「仁」の実践 東洋英和女学院中学高等部講師
真鍋　透 氏

12 11月24日㈫ 郷土③鴻巣から各地へ供給した埴輪と古代史 市学芸員　山﨑　武 氏

13 12月９日㈬
市
民
大
学
公
開
講
座

（立教大学公開講座）
源氏物語の世界　光源氏と紫の上 1・２・３ 立教大学教授　加藤　睦 氏14 12月16日㈬

15 12月21日㈪

16 平成28年
１月14日㈭

（埼玉大学）
百人一首の謎　本当に藤原定家が編者なのか 埼玉大学教授　武井　和人 氏

17 １月26日㈫
（東洋大学）
2015国際光年「身近な環境問題『光害』を
考えよう」

東洋大学准教授　越智　信彰 氏

18 ２月９日㈫ 郷土④家庭での省エネルギー　環境向上鴻巣市へ 環境カウンセラー　苗崎 禎顕 氏

19 ２月16日㈫ 茶の湯と茶道史概略  市文化団体連合会長　伊藤 和江 氏

20 ２月25日㈭ 閉講式（修了証書交付）  
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